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議 事 日 程 

平成２２年５月１７日 月曜日 午前１０時００分開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議案第３９号 長井小学校第３校舎耐震補強・附帯改修工事（建築工事）請負 

              契約の締結について         （質疑、討論、表決） 

 日程第 ４ 議案第４０号 長井市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

              の制定について              （  〃  ） 

 日程第 ５ 議案第４１号 長井市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ６ 議案第４２号 長井市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ７ 議案第４３号 長井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て                    （  〃  ） 

 日程第 ８ 議案第４４号 平成２２年度長井市一般会計補正予算第２号 （  〃  ） 

 

本日の会議に付した事件 

 

  議事日程に同じ 
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   開     会 

 

 

○町田義昭議長 おはようございます。 

 ただいまから平成22年第２回長井市議会臨時

会を開会いたします。 

 

 

   開     議 

 

 

○町田義昭議長 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 本日の会議は、配付しております議事日程を

もって進めます。 

 なお、この日程につきましては、先ほど開催

されました議会運営委員会にお諮りし、内定を

見ておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○町田義昭議長 日程第１、会議録署名議員の指

名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ７番 佐々木 謙 二 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第２、会期の決定で

あります。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○町田義昭議長 お諮りいたします。 

 これより上程いたします議案は、委員会付託

を省略し、全員でご審議願いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 議案第３９号 長井小学 

 校第３校舎耐震補強・附帯改修工事 

 （建築工事）請負契約の締結につい 

 て外５件 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第３、議案第39

号 長井小学校第３校舎耐震補強・附帯改修工

事（建築工事）請負契約の締結についてから日

程第８、議案第44号 平成22年度長井市一般会

計補正予算第２号までの６件を一括議題といた

します。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 
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○内谷重治市長 おはようございます。 

 議案第39号 長井小学校第３校舎耐震補強・

附帯改修工事（建築工事）請負契約の締結につ

いてご説明を申し上げます。 

 本案は、去る４月16日に執行いたしました入

札の結果に基づき、請負代金２億7,825万円を

もって那須建設株式会社代表取締役社長、那須 

正と工事請負契約を締結いたしたく、長井市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、ご提案申

し上げるものでございます。 

 次に、議案第40号 長井市市長等の給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、平成22年３月議会の事件撤回請求に

関し、市長及び副市長の監督責任により、本年

６月の給与を５％減額するため、ご提案申し上

げるものでございます。 

 なお、一般職につきましては、当時の勤労セ

ンター所長が戒告、商工観光課長が文書訓告、

指定管理者選定委員会の選定委員である教育長

及び関係課長が厳重注意の処分といたしたとこ

ろでございます。 

 議案第41号 長井市市税条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明申し上げます。 

 本案は、支え合う社会の実現に必要な財源を

確保するとともに、経済・社会の構造変化に対

応し、地域主権を確立するための税制を構築す

る観点から、個人住民税における扶養控除の見

直し、地方のたばこ税の税率の引き上げなどの

措置を講じた平成22年度の地方税法等の一部改

正に伴い、所要の改正をいたすものでございま

す。 

 改正の主な内容でございますが、個人市民税

につきましては、まず、給与の支払いを受ける

者等の扶養親族に関する事項を記載した申告書

の提出を義務化するほか、65歳未満の者の公的

年金所得に係る所得割額の徴収方法を見直し、

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

に加算して、給与から特別徴収の方法により徴

収することができるようにするなど、所要の措

置を講ずるものでございます。 

 また、非課税口座内の少額上場株式等に係る

配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設し、

平成24年から平成26年までの間に金融取引業者

等を経由して税務署長に届け出た口座内の上場

株式等の配当所得及び譲渡所得については、当

該口座を開設した日の属する年の１月１日から

10年以内に限り非課税とするなど、金融税制に

ついて所要の措置を講ずるものでございます。 

 次に、市たばこ税についてでございますが、

健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、

将来に向かって税率を引き上げていく必要があ

り、平成22年度においては、市たばこ税の税率

を旧３級品以外の製造たばこについては、

1,000本につき3,298円から4,618円に、旧３級

品のたばこについては、1,000本につき1,564円

から2,190円にそれぞれ引き上げるなど、所要

の措置を講ずるものでございます。 

 次に、議案第42号 長井市都市計画税条例の

一部を改正する条例の制定についてご説明申し

上げます。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正をいたすものでございます。 

 改正の内容でございますが、関係法令の改正

等に伴い、条項及び字句の整備をいたすもので

ございます。 

 議案第43号 長井市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正をいたすものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、中低所得者

の負担軽減のため、国民健康保険税の基礎課税

額に係る課税限度額を47万円から50万円に、後

期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を12
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万円から13万円に引き上げるほか、国民健康保

険の被保険者が、非自発的な理由により離職し

た一定の者である場合において、在職中の保険

料負担と比較して過重とならないよう、非自発

的失業者に対する軽減措置を創設するなど、所

要の措置を講ずるものでございます。 

 次に、議案第44号 平成22年度長井市一般会

計補正予算第２号についてご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に43万4,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ108億1,882万

5,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、中国の友好都市、双鴨山

市からの訪問団の歓迎事業費として43万4,000

円を追加いたすものでございます。また、これ

らの補正の財源といたしまして、繰越金43万

4,000円を計上いたすものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 ここでご報告いたします。 

 山形新聞記者よりパソコン、カメラの持ち込

みの許可申請があり、許可いたしましたので、

ご承知おきいただきたいと思います。 

 これより１件ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

 まず、日程第３、議案第39号 長井小学校第

３校舎耐震補強・附帯改修工事（建築工事）請

負契約の締結についての１件について質疑を行

います。ご質疑ございませんか。 

 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 議長に初めにお願いした

いんですけども、全員での協議でありますので、

一問一答形式で質問させていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○町田義昭議長 要望がありましたので、一問一

答形式で行ってください。 

○８番 安部 隆議員 議案第39号についてお伺

いをしたいと思います。 

 この契約の内容につきましては、ただいま提

案がありましたようにと、あと総務・文教常任

委員会協議会の資料等をいただいておりますの

で、その中で若干お聞きをしたいと思います。 

 市の契約規則の中では、２億7,970万円です

か、この予定額に対しまして、先ほど説明があ

りましたように２億7,825万円ということで締

結をしたと。これは適切なものだというふうに

私も思います。そういうふうなことの中で、類

似する工事等が資料等にありまして、機械設備

工事関係と電気設備工事関係ということで分か

れて説明があります。これは一応長井市は１億

5,000万円以上でないと私たちの議会の議決は

要りませんが、長井市の契約の規則というよう

なところで照らし合わせていきますと、若干疑

問といいますか、なぜこうなったのかなという

ふうなところがありまして、その辺について伺

いたいというふうに思います。 

 初めに、この３つの工事の業者の選定を含め

た内容についてお聞かせをいただきたいという

ふうに思います。 

 それじゃあ管理課長、お願いします。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 おはようございます。安部

議員の質問にお答えをいたします。 

 長井市の今現在のいわゆる競争入札に関しま

しては、一昨年より指名競争入札から一般競争

入札制度で発注を行っているという状況でござ

います。このことから、３月の16日にいわゆる

一般競争入札の公告をそれぞれの工事につきま

して行っておるところでございます。 

 その工事に関する参加者でございますけども、

長井市の契約に関する規則第21条第３項に規定

する指名競争入札参加者の登録簿に登録されて

いる者であること、さらに長井市内に本店を有

するもの、または長井市内に支店を有し、当該

支店において契約締結の権限を有する代理人を
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置くものであるこということでございます。 

 また、それぞれ長井市建設工事請負業者選定

要綱でございますが、毎年２カ年ごとの選定要

綱に基づいて、各業種ごとのいわゆる「ランク

表」というのをつけてございます。これは受注

金額につきましてＡ、Ｂ、Ｃランク、工事によ

ってはＡ、Ｂランクというふうなこともござい

ますけども、そのようなことで等級づけ、格付

をしたもののうち、それぞれ電気工事について

はＡの等級、機械設備工事につきましてもＡの

等級、それから建築工事につきましてもＡの等

級というようなことで選定をしたところでござ

います。そのようなことでございます。 

 それに基づいて一般競争入札参加資格につき

まして、入札の参加を希望する方につきまして

は申請をいただいて、その必要書類を確認をし

た段階で参加資格があるというようなことで条

件付き一般競争入札に付して入札を行ったもの

でございます。 

（「何社から出た、各工事ごと」の声あり） 

○鈴木一則管理課長 各工事の入札参加資格確認

申請書を提出し、さらにそれに基づいて問題が

ないというようなことで許可証を発行したもの

については、建築工事は８社、機械設備工事は

４社、電気設備工事は１社でございます。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 ただいま答弁いただきま

した。建設工事は８社、そして機械設備関係は

４社、そして電気工事１社ということで、管理

課長が答えられた中にありましたように、長井

市は今までは指名競争入札をメーンとしてこれ

まで入札方法をやってきた。それを一般競争入

札に変えたということ、今答弁にありましたが、

実質的には工事参加申し込み業者というような

ことでありますので、やはり指名競争入札に近

いものだなというふうに私は感じたところであ

ります。 

 そうした中において、３つの事業内容、事業

というか工事内容の中で、最後にあります電気

工事関係が１社ということは、一般競争入札に

も指名競争入札にもこれは当てはまっていない

んじゃないですか。これは随意契約になるんじ

ゃないですか。長井市の規則からいきますと、

１社しかいないということは随意契約に付した

と。この中身はどういった過程でこういうふう

になられたのか。これは1,000万円以上ですか

ら審査委員会を多分開いていると思うんですけ

ども、1,000万円以上は副市長が委員長、以下

は財政課長が委員長として多分これ審議をされ

ていると思いますけども、随意契約になられた

趣旨というものはどういう経過だったのか、そ

の辺、管理課長含めて答弁をお願いしたいと思

います。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 お答えを申し上げます。 

 随意契約という形ではございません。あくま

で一般競争入札でございまして、指名審査会を

経ておりません。あくまでも、先ほど申し上げ

ましたように、長井市建設工事請負業者選定要

綱に基づく等級に格付されたものに関しまして、

Ａランクの方々に一般競争入札に参加資格があ

ると。 

（「一般競争入札の流れを教えてもらわないと、

指名と一般の違いがわかんないからそれを説明

して」の声あり） 

○鈴木一則管理課長 わかりました。 

 一般競争入札につきましては、先ほど申し上

げましたように……。 

（「資格を有するのが建設と設備と電気何社あ

るかということ、それを言って。言わないと誤

解を招く」の声あり） 

○鈴木一則管理課長 はい、わかりました。 

 それでは先ほどランクづけをしたものにつき

まして、発注の工事ごとのＡランクに該当した

数を申し上げたいと思います。 

 建築工事は９社でございます。それから今回
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機械設備工事につきましては管工事でございま

すので10社、電気設備工事は３社、Ａランクに

格付された業者がおられました。この方につき

ましては、今回の実施要綱に基づいて参加の資

格があるというふうに私どもはとらえて、一般

競争入札の手法を用いたところでございます。 

 なお、指名競争入札の場合は、250万円以上

の工事につきまして指名審査会を経てというこ

とになりますので、いわゆる審査会を経て指名

競争入札ということではなく、あくまでも基本

は長井市として一般競争入札によって250万円

の工事を行うというような方針で今現在進んで

おりますので、その中で参加資格があった方々

について、入札をしていただくというふうなこ

とでございますので、随意契約という形ではご

ざいません。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 説明というか答弁は、あ

る程度まで理解、私もします。そして本体工事

と機械設備については、これは確かに３社以上

の業者が参加して入札されていると。これは理

解しなければならないし、適正なものだという

ふうに思いますけども、電気工事の１社になら

れたということは、あくまでも市の規則から申

し上げましても、これ地方自治法からいっても、

先ほど答弁にあるように、一般競争入札が地方

自治法ではベターなんですよ。そして指名競争

入札っていうのは自治体の都合によってそれに

付さないものを指名競争入札、そして指名競争

入札にも付さないものについては随意契約だと。

その違いはやはり競争するかしないかのところ

なんですね。ですからＡランクが３社あって１

社しか出なかったといった場合には、もう既に

指名競争入札から外れてんだと私は思うんです

よ。これ随意契約なんですよ。だから随意契約

にした中身っていうのは審査会の中で話された

んですかと、私は規則の中でかければそういう

運びになるんじゃないですかということなんで

す。何であえて３社が入らなかったと。 

 今こういう時代で、業者の方々いろいろ工事

等々についてすべて入りたいというふうに思っ

てるんですよ。ですからＡランクとＢ、Ｃとい

うその差もいろいろあるだろうけども、もう一

つは、この工事が本当にＡランクに属してＢラ

ンクでは受けられなかったのか。そういったと

ころまでも私はその審査会等々で話をするのが

筋じゃないかなと。そういうふうに私は思うん

ですけども、その長井市の規則に照らし合わせ

てもどうもここが合点がいかないのです。です

から、審査している財政課長を長とした審査会

やってるんですかと。随意契約ですよ、これは。

あなた方は確かに指名競争入札の形はとってま

すよ。これは随意契約になってますよ。地方自

治法から見てもこれ随意契約ですよ。ですから

その辺の整理はどうですかと。お願いします。 

○町田義昭議長 どなたですか。 

○８番 安部 隆議員 市長に。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 私も結果を聞いて非常に不適切じゃないかと

いうような話は担当課といたしました。 

 まず、最初から申し上げますと、これ審査委

員会っていうのはないんですよ。これ一般競争

入札なもんですから、結局条件に合わせて、い

わゆる競争入札が適正にされるかどうかと。最

低でも３社以上その資格を有する会社があれば

大丈夫だということで、先ほどありましたよう

に建築については10社、うち８社が参加したと。

あと機械設備については10社で４社、それから

電気は３社あったんですよ。それで一般競争入

札で公告して、その参加資格の申し込みをする

わけですね。前回、第２校舎が平成13年に行わ

れておりまして、この際は電気については７社

の指名競争入札だったと。これは当時、大竹電

気さんとコロナ電工さん、それからユーケン工

業さん、遠藤電工さん。このうちコロナ電工さ
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んは廃業されましたので、この今上げた４社の

うち３社が今回資格があったんですよね。その

ほかに東北電化工業株式会社長井営業所、株式

会社ユアテック長井営業所、それから配電工業

株式会社長井営業所。先ほど管理課長が申し上

げましたように、条件つきの一般競争入札とい

うのは、長井に本社か支社がないとだめだと。

入札に参加できる資格を持ってる人間が常駐し

てないとだめだということで、営業所は入らな

いんです。ただし、平成13年のときは一般競争

入札でありませんでしたので、結局、東北電化

工業とかユアテックとかは大手なわけですね、

配電工業とか。結局そのときも結果としても大

竹電気さんがとったようですが、それと同じ条

件を今回課してるんです、この３社に対して。

電気工事に参加の資格がある業者さんはランク

がＡ以上だと、金額から。これはもう決まって

るわけですね、条例で。幾ら以上はＡだとかＢ

だとか、そういうふうに決まってまして、結果

として前回は入札が行われて入ったんですよ。

大竹さんがとったと。しかし今回は、同じよう

に７社のうち今現在６社しかありませんね、１

社廃業しましたんで。ほかの３社は営業所です

から入れないということで、同じように３社が

資格があるだろうということだったんですが、

結果として安部議員おっしゃるように１社しか

参加しなかったと。そこが不思議だったんです

ね。 

 それで、１社しかなかったらなぜ中止しなか

ったんだというふうに注意したわけですね。そ

したら、結局公告する段階で、１社の場合はこ

れは入札を停止しますという条件を入れなきゃ

いけないんです。それを入れてなかったと。通

常は入れないんですね、そういうことはあり得

ないもんですから。ところがそれ入れてなかっ

たもんですから、１社でも入札に来られた場合、

せざるを得ないと。ですから、地方自治法上ど

うのこうのの問題は全くないんです。結局、前

回と同じような条件にしたのになぜユーケンさ

んと遠藤電工さんが入らなかったのかと、そこ

の部分がわからなかったということです。 

 ですから、随意契約でもないし、いわゆる指

名審査委員会で３社を選んだんではないんです。

一般競争入札っていうのは、例えば入札に参加

するしないは自由ですから指名もしません。そ

れで３社は資格あるんですが、結局１社しか応

じてこなかったと。それで、本来であれば１社

であれば普通は入札は中止するんでしょうけど

も、そういう条項をあらかじめ、前回と同様に

したもんですから、想定してなくて入れてなか

った。ですから、結果としては入札をせざるを

得ないということになって、１社による入札と

いう変則的な、非常に残念な結果だったという

ことで、これはいたし方ないと。 

 ですから、今後については、もう二度とこう

いうことがないように、これから来年以降も工

事がありますので、十分に配慮して検討して慎

重に行わなきゃいけないと、そのように考えて

いるところでございます。以上でございます。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 確かに指名競争入札では

ありませんから、審査会には付してないと。た

だ、市長が最後に言ったように、今後はこうい

ったことがないようにというふうなこと、これ

はあれですけども、初めから長井市の規則を遵

守していれば、こうしたことはないんじゃなか

ったのかなというふうに私は思うんです。１社

になったためかわかりませんけども、そしてこ

の契約金額が予定金額に対しまして99.6％とい

う非常に高い入札金額率なんですね。入札率が

高いんですね。 

 （「落札率」の声あり） 

○８番 安部 隆議員 落札だな、落札だ。 

 ですから、私はその辺がどうも規則に照らし

合わせても、何かここがうまく晴れないんです

よ。だから随意契約なんです、こういう形は。
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もう随意契約なんですよ。 

（「それは随意契約じゃない」「安部さんだけ

が思ってる」の声あり） 

○８番 安部 隆議員 私だけが思っているかも

しれませんけども。でも本当に、こういった入

札問題はいろいろ全国の自治体の中で毎年毎年

話題が出てくるところでありますので、改める

という言葉も非常に重要な言葉でありますし、

こうした質疑というようなものも、そういった

ところを促すというようなことで、抑止力とい

う、一種の抑止ではございませんけども、法的

なものをきちっと守っていただければ……。 

○内谷重治市長 全然意思働いてないですよ、私

の意思は。 

○８番 安部 隆議員 それと……。 

○内谷重治市長 私は指名したいですよ、逆に。 

○８番 安部 隆議員 だから市長、Ｂランクで

何でだめなのかという質問あるんですよ、また

別だけど。Ｂランクで何でだめだったのかと。

Ｂランクに落とせば何社かふえたんじゃないか

なというふうに思いますけど、その辺について

は、管理課長。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 お答えいたします。 

 先ほど来申し上げております建設工事の契約

選定要綱では、いわゆるＢランク、Ａランクの

格付についても、金額に基づいて区分けをして

おります。ですので、いわゆる工事価格がこれ

に満たないためにＢランクについては一般競争

入札として入らないというようなことになりま

す。ですので、Ｂランクも入れようとすると、

いわゆる一般競争入札ではなく、指名競争入札

に置きかえてしなければならないということに

なります。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 指名されてないですが、申しわ

けございません。 

 やはりちょっと誤解を招くもんですから、私

は非常に残念な結果で、実はかなり怒りました。

何だと。こんなもん、本当、安部議員おっしゃ

るように随契みたいになってしまった。何でこ

うなったんだと怒りました。しかし、いろんな

あれで適正なやり方をしてるんです。結果とし

てほかの２社が、前回同じような条件で参加し

てるのに、なぜ今回は同じような条件なのに参

加しないのか不思議でしようがありません。そ

れらについて、ちょっとやはり一般競争入札っ

ていうのは国からあるいは県からの指導に基づ

いて、大体県内の13市はすべてやっております。

町とか村はまだ指名競争入札なんですが。その

辺の状況について、副市長の方からも審査の、

指名の場合の委員長をしておりますんで、ちょ

っと答弁させていただいてよろしいですか。

（「落札率も高いので」の声あり） 

○内谷重治市長 じゃあその辺も含めてお願いし

ます。 

○町田義昭議長 新野 潔副市長。 

○新野 潔副市長 お答えします。 

 最終的に１社になった場合にどうするかとい

うことですが、これまで指名競争入札であって

も、辞退者が多くて最終的に１社になった場合

でもこれは入札をいたします。それから今回の

ような場合も、一般競争入札であっても１社入

札というのは法律的にも有効だというふうにな

っておりまして、たださっき市長が言いました

ように、公告の中にちゃんときちっと書いてあ

れば中止するということも可能ですけども、一

般的に県の方にも問い合わせしましたけども、

やはり１社の入札でも成立するということで、

一般的には行われているということでございま

す。その辺はもう競争に一たん付したわけです

ので、競争が行われるという前提でやっており

ますから、結果的にそうなったとしてもやっぱ

り実施してそれが成立するというふうになって

いるというふうに考えております。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 
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○８番 安部 隆議員 公告に入れなかったとい

うようなことが、行政の一つのミスといえばミ

スかもしれませんけども、そういったことはも

う百も承知で多分いらっしゃると、百も承知だ

ったのじゃないかなというふうに思いますよ。 

○内谷重治市長 そうではないよ、本当に。それ

はない。議長。 

○８番 安部 隆議員 いやいや、ちょっとちょ

っと。 

○町田義昭議長 安部議員が発言しておりますの

で……。 

○内谷重治市長 でもそれはちょっとないですよ。

議長。 

○８番 安部 隆議員 いや、ちょっと市長、そ

れより……。 

○内谷重治市長 いや、それはないですよ。だっ

ていかにも私が指示したように……。 

（「発言するなら議長の許可をもらってしてく

ださい」の声あり） 

○町田義昭議長 安部議員が質問を終了した時点

で受けますから。 

○８番 安部 隆議員 私は市長が指示とかなん

とかというもんでなくて、規則というものをな

っていれば、その県からの指導等もあったりす

ることが行政の課長さんはすべて熟知している

もんじゃないかなというふうに私はこれ常識的

に感じたところです。市長もこれから改めてそ

ういったところは見直していくというようなこ

ともこれは理解をするわけですけども、業者が

辞退したというふうなところは業者の都合上が

あったというふうに思いますけども、やはりこ

の工事の３つの内容の中ででは２つは適正で、

１つは何でこうなったのかなというふうなこと

が非常に私も疑問でありました。そしていろい

ろ資料等を見ますと、やはりこれは先ほど言っ

たように私の判断ではこれは随意契約になった

のかなと。随意契約になった場合は、そうした

審査会なり、審査に顔を出している課長、副市

長含めたそういった指導も仰ぎながら進めれば、

こうしたことはなかったんじゃないかなという

ふうに私は感じるんですね。ですからこうして

お聞きをしているところであります。 

 市長は今後こういったことのないようにとい

うふうにみずからおっしゃられたわけでありま

すので、その辺を了解したいというふうに思い

ます。 

 課長さんも、特に管理課長は建設課長をやら

れてきたわけですから、その辺も重々ご承知と

いうふうに思っておりますけども、そういうふ

うなことで今後十二分にそういったことも加味

しながら注意していただきたいというふうに思

います。以上です。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ぜひお願いしたいんですが、私

が意図したとかというのは削除していただきた

い。いかにも私が指示して１社がとれるような、

そういうふうな工作をしたようにとられるとい

うのは大変心外だなと、そのように思っており

ますので、それは安部議員、ぜひ訂正をしてい

ただきたいというふうに思います。 

 なお、議員おっしゃるように、結果としてこ

うなったとしてもやっぱりかなり反省しなきゃ

いけない部分があります。 

 あと１級の電気工事の資格者じゃなくて２級

でなぜ悪いんだというようなお話もあったんで

すが、やはり小学校で子供たちがそこで朝から

夕方まで学ぶ場でございますんで、前回も１級

ということでやっております。今回２級にする

むしろ理由がないと。ですから、そういう１級

の有資格者の持っている会社の優秀な技術でや

っぱり小学校は建築すべきだというふうに思い

ますんで、やっぱり２級も入れたらいいんじゃ

ないかっていうのは私はできないというふうに

思います。そして、そもそも前回も同じような

条件でほかの２社は入ってたんです。なぜ今回

入らないのか逆に不思議だなということで、そ
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の辺も含めて非常に反省しておりますので、今

後は十分に検討して、二度とこういったことが

ないように注意いたしますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 あと業者の１級、２級っ

ていうのは、市長、専門家かわかりませんけど

も、２級が１級から見るとさも劣るような話は、

それはちょっとおかしいんじゃないですか。２

級もちゃんとした基準の中で取得して業者やっ

てるんですから、そんなに技術的な差は私はな

いというふうに思いますよ。そういったことは

私は余り発言しない方がいいと思います。なぜ

２級にできなかったのかと。それは高度な技術

を持ったところというようなことで、これ多分

２級も１級もそんなに変わりないんですよ、技

術的なもの、資格的なものは。あとは設備とか

いろんなさっき言ったようにランクづけとなれ

ば、実績とかいろいろなこうあると思いますけ

ども。ですから、さもそういった業者間の劣る

劣らないところというのは、やっぱり言及は控

えた方がいいと私はつけ加えて聞きたいと思い

ます。 

○町田義昭議長 安部議員に申し上げます。 

 市長の言葉の反論と意見ということじゃなく

て、あくまでも議案に対しての質問をなさって

いただくようにお願いをいたします。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部議員がおっしゃるのは、一

般的によく理解できるんですが、しかし公共事

業の資格というのは厳正でなければならない。

１級資格を持っているところと２級の資格者し

かいないところでは全く技術力が違うわけです

から。そのために国家試験、国家資格があるわ

けですので、公共事業については厳格にこれは

１級の資格を持った、やっぱり有する技術者を

持った会社ということは、これは電気に限らず、

土木でも建築でもすべてに通ずるもんだという

ふうに思っておりまして、これはご理解をいた

だきたいと思います。 

 やはり民間の場合ですとその施工主の意向に

よって１級じゃなくても２級でいいよというこ

とはもちろんあるわけですけども、我々は税金

でこれを建築させていただいているわけですか

ら、確かな技術とその後のいわゆる義務ってい

いますか、保証も課せられているわけでござい

ますので、そういった意味では、資格について

はぜひご理解をいただきたいなというふうに思

います。 

○町田義昭議長 ８番、安部 隆議員。 

○８番 安部 隆議員 今質疑させていただきま

して、私の疑問も相当晴れましたので、ひとつ

今後ともそうしたことで適正な入札を実施して

いただくよう、これをお願い申し上げまして、

以上で質問を終わらせていただきたいと思いま

す。 

○町田義昭議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 私はあんまり晴れてな

いんですけども、資料いただいたのでは一般競

争入札の参加要件のところいただいたんですね。

その中の入札参加者の資格の（６）の１のとこ

ろに、「１級電気施工管理技術者または同等以

上の資格を有すること」というふうになってる

んですね。これに２社は該当しなかったんじゃ

ないんでしょうかね。管理課長、どうですか。

１社しか該当しなかったんじゃないでしょうか。

だから札入れに参加できなかったということ、

そういう理解の仕方を私はしたんですけども、

いかがでしょうか。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

 済みません、前の方でお願いします。 

○鈴木一則管理課長 失礼いたしました。 

 私も「同等以上」というような部分で調べさ

せていただきましたが、実際的に１級管理技術

者に該当する部分でいう国家資格というふうな

部分では、いわゆる一般で言う一種、二種の電
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気工事士等がありますが、それは該当しないと

いうようなことでございました。いわゆる１級

電気施工管理技術者、いわゆる技術士につきま

して、同等以上の資格というふうになる部分に

つきましては、ここら辺の方々ではお持ちの部

分がなかったというようなことだというふうに

理解しております。 

○町田義昭議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 要するにＡランクが３

社来たというふうに言ってますが、結果は札入

れする資格あるのは１社しかなかったんだと思

いますね、今の答弁のとおりだと。要するに、

市内に今私が言った１級電気施工管理技術者の

資格を持っている企業団体が１社しかなかった

んだと思います。そういう理解の仕方で間違い

ないですね、すると。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 お答えいたします。 

 前回13年度の第２校舎のときに、実際に同じ

条件を付して入札を参加いただいた中に、今回

のＡランクで参加いただいた２社も含まれてい

たということは、つまりはその技術者をお持ち

で入っていられたというふうに私ども思ってお

りまして、それで進めてきたという経過がござ

います。 

（「それが間違っていたわけだね」の声あり） 

○鈴木一則管理課長 はい。ただし、あくまでも

入札参加の資格申請書を出していただいたとこ

ろが１社しかなかったということですので、あ

くまでも憶測でございますが、そこに公告の内

容の（６）に該当する部分をお持ちの方が１社

しかなかったというふうに、結果的には理解を

せざるを得ないというふうに思います。 

○町田義昭議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 後ろの方に書いてある

「同等以上の資格を有する」というのは、その

同等というのはどこに該当しますか。ほかにも

ありますね。今、電気工事士のところは該当し

ないというふうに言ってましたね。電験ってい

うのがありますね。電験一種、二種っていう、

三種まであると思います。例えば工業高校の電

気科長さん、科長さんを務める人は電験一種の

資格を持ってないと多分できないんだと思いま

すね。理論的に言ってもそうだと思います。何

で分けてるかというのもありますけども、ここ

の部分は多分何ボルトっていうボルテージでラ

ンク分けを多分してるんだと思いますね。入札

についてはここは金額の多寡によって分けてる

ようですけども、ここで言う「同等以上の資

格」というのは、何に該当するのか。電気工事

関係の管理資格を持っているような、そのほか

の資格があるのかないのか。ないとすればまた

同じＡランクの人に呼びかけたとしたって、こ

この条件をクリアできるのは１社しかないわけ

ですから、毎回競争がなくなるっていうことに

なりますね。そのやり方ではやっぱりぐあいが

悪いんだと私は思いますけども、ここについて

どんなふうに考えますでしょうか。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 お答えいたします。 

 同等以上の資格を有するというふうな部分で

いきますと技術士、技術士法の中での技術部門

の電気・電子部門と総合技術部門のものに資格

を有する者が同等以上の資格を有するというこ

とで、合格した、そういうふうな部分の方を国

土交通大臣が認定した者というふうに限定され

ております。非常にちょっとわかりづらくて私

もよく、詳しくはあれなんですけども、いわゆ

る一般建設業の中でお持ちの部分の中では特に

余り関連のない部分かなというふうに、蒲生議

員おっしゃるように、いわゆる電験の、長の

方々とか、そういうふうな特殊な職務についた

方々がやはりお持ちの部分かなというふうに思

いますので、一般建設業の部分では、いわゆる

１級、２級の施工管理技士、それから一種、二

種の電気工事士というふうなところが一般的な
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のかなというふうに思っております。 

 ですので、ご指摘のように今後も１級の施工

管理技士を国家資格でございますので取得をい

ただかないと、同じような形で、同じ条件に付

した場合にやはりお持ちの１社しかいわゆる申

し込みがないという形は当然出てくるというふ

うに思います。 

○町田義昭議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 今の管理課長の答弁の

仕方だと、同じ条件で市内に、要するに営業所

だけじゃなくって工事できるいわゆる企業を有

してるところに一般競争入札だよというふうに

してＡランクに声をかけますね。するとやっぱ

り競争にならないっていうことになるんじゃな

いでしょうか。これじゃ解決にならないんです

よ。安部議員がいろいろ言ってたけれども、整

理して言うとそういうふうになるんじゃないで

すか。だったら一般競争入札がいわゆる競争の

原理が働くようにするにはどうするかという結

論がなければ、これ競争にならないんだと思い

ますね。そこをどういうふうにしますか。 

 例えば、私は２級でもいいなんてことは思っ

ていません、やっぱり１級が必要だと思います。 

○町田義昭議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 お答えいたします。 

 方法は二、三ございます。というのは、実際

的に１社しかない中でわかっていながら一般競

争入札をするわけいきませんので、当然ながら

これを一般競争入札の要綱が今現在、市内のい

わゆる登録業者の中での等級格付別の形で行っ

ておりますが、こちらを１つは地域要件を拡大

して、いわゆる置賜とか県内とか、そういうふ

うに広範囲に参加をさせるというふうな形の方

法が１つございます。 

 それからもう一つは、先ほど安部議員のとき

にも申し上げましたが、いわゆる一般競争入札

ではなくて指名競争入札によって、市内にも営

業所、代表権をお持ちでなくて決裁権がないた

めに今回の一般競争入札には入れないというよ

うな方の営業所が２社ございますので、そちら

なども含めたいわゆる指名競争入札による指名

といいますか、いわゆる指名審査会を開催し、

指名者を選定いたしまして、入札にかけるとい

うふうな方法があると思いますが、前者の地域

要件の拡大については、県内についてそのラン

クづけというのが非常に、どこにするかという

広範囲な部分がございまして、相当やっぱり困

難な部分がございます。県が行っているような

ランクづけ、いわゆる経営診断審査など、それ

から地域貢献度とか、それから技術者の確保し

ている状況とか、それからいわゆる工事の評価

とか、さまざまな要素が入ってくる中で、ラン

クをどういうふうにしていくかという、相当困

難な部分がございますので、当面そこの部分に

ついては今後の検討ということになろうと思い

ますが、当面のやっぱり市内で入札を公正かつ

公明な入札をかけるということになりますと、

２番目に申し上げました指名競争入札によって

執行するというのが一番現在のところの判断と

してはそれが一番ベターではないかというふう

な感じをしております。 

○町田義昭議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 地域を拡大するか、も

しくは指名をするかという方法しかなくなるん

ですよね。しかし、この条件をクリアするには

市内には１社しかないんですね。 

（「結果としては」の声あり） 

○１７番 蒲生吉夫議員 結果として１社しかな

いんですね。私も電気工事やってる人にちょっ

と話を聞いてきたんですよ。こういう資格って

いうのはどれくらい面倒なものかということで、

逆にこれ受験資格のところを私コピーしてきた

んですけども、仕事一般にしてる人は経験年数

が必要ですし、２級取って何年かたたないと１

級の受験資格が出ないだとか、結構頭が固くな

るころに取らなきゃいけない資格だと思います。
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４年制の電気関係の大学を卒業した者であれば

いきなり受験できるみたいな仕掛けにもなって

いるようですね。「だったらあなたは取らなか

ったのか」というふうに聞いたんですよ。資格

が出たときに、こういうふうな試験を受けると

まず２級は取れるぞということで、２級は取っ

てみたと。だけども仕事に支障なかったから１

級は取らなかったというようなことなんですね。

だから、例えば前からこれがわかっていて、こ

ういう資格者がいないと入札に参加もできない

ぞということであったら、私はやっぱりそれな

りのことを市内の業者の中に示していくべきで

ないのかなと思っているんですね。これがわか

って、札入れできないとわかったのが来てから

なわけでしょ。それではやっぱりぐあいが悪い

と思うんですね。 

 今後のこととして、２つの方法の提示ありま

したが、私は今、こういう工事をする事業者っ

ていうのがどんどん小さくなってるんですよ、

仕事がないですから。市内の業者も米沢の方で

仕事をしているだとか、そういう人も結構いま

す。その意味ではこれから改めて１級の資格を

取って入札に参加されるようにしていこうかな

んていうふうに考えるところは、私は逆に少な

いのでないかなというふうに思いますけれども、

やっぱり公共的な事業はそれなりの技術的なも

のをクリアしなければならないというふうに思

います。 

 もう一つ確認しておきたいのは、「同等以上

の資格」というのは何があるのかっていうのが

私わかりません、ここの部分はね。これ持って

ないとだめだというふうになればそれになると

思います。私はこの資格のレベルでいきますと、

例えば大きな工場で6,500ボルトぐらいのボル

テージを扱っている配電盤と読むんでしょうか、

扱っているところがありますね。そういうとこ

ろはそういう資格者を置いておかなきゃいけな

いんですよ。レベル的にいうと私は、理論的な

レベルだけでいけば電験の二種あたりとこの１

級あたりが同等のレベルぐらいかなと、素人判

断ですけども。電験資格っていうのは結構大変

なんですよ。だから、何と同等なのかっていう

あたりが整理されないと、こういう書き方は誤

解を招くというふうに私は思います。なので、

例えば何の資格、何の資格、これがあれば参加

できると、こういうふうにしていかないと私は

都合悪いのではないかというふうに思います。

そこの整理をいただければと思います。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員のただいま貴重なご意

見いただきましたので、これをしっかりと生か

して、今後は適正な入札に努めたいと思います。 

 なお、本当に今回は弁解のようになってしま

うんですが、結果論でございます。やはり役所

は踏襲主義っていいますか、前回の平成13年の

ときの同じ条件で大丈夫だろうと。しかし違っ

ていたのは、前回は指名競争入札ですから、入

札する際に資格審査しないんですね。ですから

だれでもが指名受けたところは札を入れられる

んです。落札したところが最終的に資格をきち

んと出さなきゃいけないということなんです。

今回は一般競争入札ですと、応募するときにも

う既に資格の審査を受けなきゃいけないと。そ

れで結果としてどういうわけか２社が入ってこ

なかったと。じゃあ前回は何だったんだという

ことになるわけですが、過去のことはしようが

ないと。ですから結果として１社になってしま

ったという、非常に残念な結果だったんですが、

大いに反省して、今後は蒲生議員、それから安

部議員からいただいたご意見をきちっと検討し

て、適正な入札に努めますので、よろしくお願

いいたします。 

○町田義昭議長 １番、竹田博一議員。 

○１番 竹田博一議員 総務・文教協議会の方で

も私、質問いたしましたけども、改めて質問さ

せていただきます。 
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 市長が１級でなきゃだめだと。２級ではだめ

だというお話でしたけども、国の基準では

3,000万円未満の金額では２級でも大丈夫なん

ですね。何で１級じゃないとだめだと言うのか

ちょっとわかりません。じゃあこの国の基準と

いうのは何ですか。何のために決めてるのです

か。そして前回２社も入札しましたが、今回は

なぜしないかわからないというようなお話でし

たけども、１級の資格者は何か話によりますと

かけ持ちできないそうであります。ほかの現場

に入札になるともうかけ持ちできないので、入

札を断念せざるを得なかったんでないかという

ふうに推察されます。 

 だから、国の基準が２級でも大丈夫なのに、

何で１級じゃなきゃだめだという、そこをご説

明をいただきたいというふうに思います。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 確かに竹田議員がおっしゃるように、国の方

の基準では3,000万円未満であれば２級でもよ

いということですが、２つ理由があります。ま

ず１つは、学校という通常の施設とまた違って、

しかも耐震化とあわせて行う工事なんですけれ

ども、より子供たちの安全性を確保するために、

できれば確かな技術を持っている、そういった

企業に施工をお願いしたいと。それが長井の場

合は３社あるというふうに判断してたわけでご

ざいまして、そういったことがまず１点。 

 あともう１点目が、前回の平成13年の第２校

舎のときに、同じような金額で、ほとんど金額

変わっておりません、2,000万円台で。それで

やはり１級というふうにしてるわけですね。１

級または同等。それを今回第３校舎のときに２

級でもいいよというふうにすることは、やはり

私は適正ではないなというふうに判断したとこ

ろです。ただ、結果として、要は前回入札に参

加した２社が、前回は資格がなかったというふ

うに思わざるを得ないんですが、これは推測で

すので断定できませんが、しかし今回は一般競

争入札ということで、その部分で参加できなか

ったという結果論でありますので、それについ

ては十分教訓として生かして、先ほど安部議員、

蒲生議員からありましたように、今後の入札に

ついては２通り考えられるわけですが、１級と

か２級とかということでなくて、やはり同等の

金額のものは同等の資格を有する会社に受注い

ただくように努めていかなければならないと、

そのように思っております。 

○町田義昭議長 １番、竹田博一議員。 

○１番 竹田博一議員 今の説明ですと、私、納

得はちょっとするわけにはいかないというのは、

じゃあ国の基準というのは何ですか、これ。こ

れは何のために基準ってあるんですか。基準は

これ、3,000万円未満の場合は２級でもいいで

すよという基準なんですよね。１級はもちろん

いいんですけど。基準というのは早く言えば法

律みたいなもんで、それを守らないのがさもい

いような、そういうふうにニュアンスとれるん

ですけど、基準は基準としては守るべきだとい

うふうに思います。その点はどうですか。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 国の方の基準というのは確かに

一定程度あるわけですから、それを下回るとい

うことはあってはならないと。しかしそれ以上

の基準を満たすということはむしろ望ましいん

じゃないかというふうに思います。そこは見解

の相違ですけども、特に結果として今回はいわ

ゆるＡランクで１級を有している企業だという

ふうに思われてた会社が参加資格がなかったと

いうふうに思わざるを得ないんですが、それは

結果論でして、それが１級でも前回のように入

っていれば何も問題ないわけですよね。結果論

なんですよ。ですから、業者の立場に立って見

るのか、あるいは我々は公共事業の発注者とし

て国の基準以上のものを満たしているものがこ

の場合学校というケースに適してるだろうと、
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そういう判断をしたわけですし、それは私もし

ましたし、前回の13年のときの段階でも、その

ときの市長なりあるいは担当課長が同じように

判断してるわけです。ですから、これ国の基準

を守らなくておかしいんじゃないかというのは、

私は当たらないと。それを下回るんだったらま

ずいですよ、これは。法律に違反していると。

じゃあ業者さんの方の立場からだけを見るんじ

ゃなくて、あくまでも発注者としての私は責任

があると、そういうふうに思っておりますので、

国の基準は確かに3,000万円以上の場合は必要

だけども、3,000万円未満だったら２級でもい

いよというふうにはしてますけども、でもいい

よということで、１級で悪いということは一切

書いてないわけです。ですから抵触してるわけ

じゃないと。3,000万円以上で２級の場合だっ

たら抵触するわけですけども、2,000万円台で

も１級であれば国の方から見ればなおよろしい

ということになるんじゃないかと、私はそのよ

うに思っております。 

○町田義昭議長 よろしいですか。 

 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ほかに質疑もないので質疑を終

結し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第39号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第39号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第40号 長井市市長等

の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての１件について質疑を行いま

す。ご質疑ございませんか。 

 11番、大沼 久議員。 

○１１番 大沼 久議員 この種の案件につきま

しては、常にこのような処分が出て、のど元過

ぎれば熱さ忘れるで、具体的な対応策が見えな

いわけでありますので、ひとつ市長にお伺いし

たいんですが、今後の指定管理者制度への考え

方と、これをどのような教訓にするかお伺いを

いたします。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大沼議員のご質問にお答えいた

します。 

 このたびの本会議の最終日に議案の撤回とい

う非常に不祥事を招いたことについては、重ね

ておわびを申し上げたいというふうに思います。 

 まず、これからの解決策といいますか、具体

的な教訓として、どういうふうに対応していく

かということについて、先にお話をさせていた

だきたいと思いますが、基本的にはやはり勤労

センターの場合は所長が１人で職員が１人で事

務処理をしておりましたので、そういった意味

では情報がきちんと同じ商工観光課あるいは条

例等あるいは指定管理者の担当の方の総務課な

りとの連絡調整が十分になってなかったと。あ

と仕事をきちっとやってるかということの検証

がなされてなかったというふうに思っておりま

す。例えば勤労センターの所長は「指定管理者

を受ける側がもうそういった手続を進めており

ます」と。「国の方と基準、いろいろ打ち合わ

せをして、県の指導を受けながら定款を変える

という手続をしてます」という繰り返し答えだ

ったんです。ですから、それを総務課でも商工

観光課でも私どもも信じてやっておったんです

が、実際のところはきちんと受ける側に十分な

調整を図らずに任せっきりだったと。そういっ

た内部での意思疎通をやっぱり欠いてる部分が

あったということで、ことしから今まで課長・

主幹の会議とかあるいは庁議とか、あと課内会

議ってそれぞれやっておったんですが、そうい

ったことについての報告を義務づけること、あ
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と横の部門会議、例えば産業・建設の部門会議、

あるいは総務の部門会議、文教の部門会議、厚

生の部門会議ということで、関係する横の部門

会議をきちっとやって、それを報告等も義務づ

けるとか、そういったことでチェック体制を確

立するようにいたしまして、今後こういったこ

とのないように、全部の事務処理を把握できる

ように、まず今年度から変えたところでござい

ます。それが１点と、あともう一つの指定管理

者の考え方でございますが、このたびについて

は公募という形をとらずにやってしまったとい

うことの反省がございまして、なかなか厳しい

条件だったもんですから、しかも指定管理者と

して受けていただく予定の団体に電気技術者で

すか、ボイラーとかそういった技術者がいると

いうことで、ある意味では格安に指定管理者を

受けてもらえるんじゃないかということから、

公募をせずに話し合いを進めて、審査会の中で

受ける予定だった団体が適正だという判断をし

たわけでございますが、そうじゃなくてやはり

公募の中である程度、指定管理料が少し割高に

なっても、適正な審査ができるような、そうい

った方向でこれからも考えなければならないと。 

 なお、今後文化会館なりあるいは学習プラザ

なり指定管理者制度を導入する予定でございま

すので、その際には今回の教訓を十分に生かし

て、適正に行ってまいりたいと思いますので、

ご了承賜りますようにお願い申し上げます。以

上です。 

○町田義昭議長 11番、大沼 久議員。 

○１１番 大沼 久議員 この種の、現在の政府

でもそうでございますが、すべてころころとそ

の場しのぎに変わっていく状況が今まであった

と思うんですが、特に指定管理者に向けてはあ

れほどそれぞれの段階で議論しているわけであ

りますので、もう少し提案をするなりする場合

には、時期を早目から既に想定して具体的な状

況を固めていくと。私は行政のあり方、これか

ら指定管理者にかわるべきだというふうに各施

設とも考えておりますが、その手順に誤りがあ

ってはならないというふうに思いますので、こ

のことこそがやはり庁内でもプロジェクト的に

やっていくようなシステムをとらないと、また

ぞろ同じような状況が出てくるのではないかと

危惧しております。 

 そんなことで、こういう問題についての具体

的なプロジェクトの立ち上げを考えておられる

かどうか、お伺いをいたします。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 大沼議員の方からは、今回に限らずこれから

も指定管理者制度を進める上でしっかりとプロ

ジェクト等をつくって検討すべきだというご意

見、貴重なご提案をいただきましてありがとう

ございます。 

 なお、今後検討いたしますが、現在指名審査

委員会という形で……。 

（「候補者選定委員会」の声あり） 

○内谷重治市長 済みません。候補者選定委員会

ということで、もう既に副市長を委員長として

つくっておりまして、それらの改善あるいは充

実を図るような形で検討し、なお検討し必要だ

といった場合は、庁内での新たなプロジェクト

も検討しなければならないというふうに思って

おります。ありがとうございました。 

○町田義昭議長 11番、大沼 久議員。 

○１１番 大沼 久議員 そのような決意をお伺

いして半面納得するわけですが、このように事

案の解決のもとに、常に報酬カットだけをすれ

ばみそぎが済むなどという考え方を持っておら

れれば事は進まないわけでありますので、今後

こんな提案のないような処理をひとつ心から望

むものでありますので、その辺の決意を市長か

らお伺いいたします。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私も報酬カットだけはしたくな
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かったんですが、やはりつらいということでこ

れを反省して、二度とこういった不祥事の起き

ないように適正な事務処理、そして指定管理者

の選定に当たりたいというふうに思います。大

変ありがとうございました。 

○町田義昭議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ほかに質疑もないので質疑を終

結し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第40号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第40号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第５、議案第41号 長井市市税条

例の一部を改正する条例の制定についての１件

について質疑を行います。ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので質疑を終結し、

討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第41号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第41号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第42号 長井市都市計

画税条例の一部を改正する条例の制定について

の１件について質疑を行います。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので質疑を終結し、

討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第42号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第42号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第43号 長井市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について質疑を行います。ご質疑ご

ざいませんか。 

 14番、小関勝助議員。 

○１４番 小関勝助議員 市民課長にお伺いしま

すが、今回は国保税の限度額の引き上げという

ことで、その理由については中低所得者の軽減

というような説明をいただいたんですが、今回

これに引き上げしますと該当する方の人数、ど

のぐらいになるのか、あとできれば税額、それ

からもう１点は、現在国民健康保険の基金の残

高、今幾らになっているのか、その２点につい

てお聞かせください。 

○町田義昭議長 宇津木正紀市民課長。 

○宇津木正紀市民課長 小関勝助議員のご質問に

お答えいたします。 

 限度額については２種類ございまして、１種

類については基礎課税額に係る課税限度額、こ

ちらの方、税額としては47万円から50万円、３

万円の改定であります。こちらは推定で43世帯。

それから後期高齢者支援金等課税額に係る限度

額については12万円から１万円の改定、13万円

ということで、こちらは45世帯というふうなこ

とで見込んでおるところでございます。 

 もう１点目でございますが、基金の状況でご

ざいますが、今回１億円を取り崩しまして、あ

と積み立て、利息関係の積み立てで75万4,888

円を加えまして、現在の予定としてはまだ決算



 

―１９― 

＋

を見てないわけですが、そこでの基金の残高と

しては２億2,545万7,671円でございます。以上

でございます。 

○町田義昭議長 14番、小関勝助議員。 

○１４番 小関勝助議員 ありがとうございまし

た。 

 今回もまた取り崩しせざるを得ないという状

況の中で、やはり今後この国保会計かなり厳し

くなることが想定されます。そういうことで、

国保の運営協議会あるわけですけれども、今回

は限度額の引き上げということなんですが、こ

の辺の協議会について今どのような話し合いを

されているのかされていないのか、今後協議会

についてご相談される考えはあるのか。 

 それからもう１点は、やはり国保会計、今後

の見通しなどについて、もし市民課長としての

考え方ありましたら教えてください。 

○町田義昭議長 宇津木正紀市民課長。 

○宇津木正紀市民課長 まず第１点でございます

が、運営協議会の方には現在の状況について説

明をしておるところでございます。大体毎年１

億円ぐらいの経常赤字ということで、単年度赤

字ということで、そちらの方も説明をしている

ところでございます。また、今後の国保税額の

ことでございますが、22年度は値上げしないで

も何とか基金を崩していけるのかなというふう

に見込んでおるところでございますが、23年度

になりますと、22年度の前期の状況を見てみな

いとわからないんですが、非常に厳しい状況に

なるかなというふうに見ております。それで、

22年度の前期の状況を整理しまして、運営協議

会の方にその情報を提供いたしましてご検討い

ただくという、内容についても運営協議会の方

にはご説明しているところです。来年度の予算

もございますので、22年の年内に何回か検討い

ただきまして、23年の１月か２月あたりに国保

税をどうしなければならないのか、このままで

いいのかどうかっていうことを、答申をしてい

ただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○町田義昭議長 14番、小関勝助議員。 

○１４番 小関勝助議員 国保税というのは非常

に重税感があるわけで、こういう厳しい経済の

中で払いたくても払えないというような方がた

くさんいらっしゃると聞いています。関連して

税務課長にお聞きしますが、国保税は滞納がか

なりあるはずなんで、その辺のわかりましたら

滞納がどういう状況になっているのか、その対

応をどうされるのか、その１点についてお聞か

せください。 

○町田義昭議長 松木英司税務課長。 

○松木英司税務課長 お答えいたしたいと思いま

す。 

 精緻な資料については今議会に持参しており

ませんが、現在、一般市税、国保税合わせまし

て、その他の税外収入も合わせて５億5,000万

円近い未納になっております。国保税の未納の

分でございますが、一般市税を超える数値であ

ると。２億二、三千万円というところでござい

ます。したがいまして、５月31日の出納閉鎖に

向け、きょうも朝礼で、気の毒ではあったんで

すが、収納係に「あと半月、精いっぱい夜昼な

くやってほしい」というふうにお願いをしたと

ころでございます。とにかく31日までに向けて、

精いっぱい納税いただくように訪問を繰り返し

たり、電話をかけたり、直接お会いするなりし

まして、何とか未納額を少なくしたいというこ

とで頑張っている状況でございます。以上でご

ざいます。 

○町田義昭議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ほかに質疑もないので質疑を終

結し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 
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 議案第43号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第43号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第44号 平成22年度長

井市一般会計補正予算第２号の１件について質

疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので質疑を終結し、

討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第44号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第44号は、原案のとおり決定いたしました。 

 最後にお諮りいたします。 

 本臨時会において議決されました議案の中で、

条項、字句、数字、その他整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に一任願いたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

整理を要するものについては、その整理を議長

に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○町田義昭議長 これをもって平成22年第２回長

井市議会臨時会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時３０分 閉会 
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